
　

区
で
は
、
４
月
７
日
に
「
緊

急
事
態
宣
言
」
が
発
令
さ
れ
て

以
降
、
外
出
の
自
粛
や
営
業
の

自
粛
・
縮
小
等
感
染
拡
大
防
止

の
取
り
組
み
を
進
め
て
参
り
ま

し
た
。
区
民
、
事
業
者
の
皆
様

に
多
大
な
ご
協
力
を
い
た
だ
き

ま
し
た
こ
と
、
心
か
ら
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
。
そ
し
て
医
療
従

事
者
の
皆
様
を
は
じ
め
、
さ
ま

ざ
ま
な
現
場
で
社
会
を
支
え
て

い
た
だ
い
て
い
る
皆
様
に
、
改

め
て
敬
意
を
表
し
、
お
礼
申
し

上
げ
ま
す
。

　

解
除
に
併
せ
、
休
止
と
な
っ

て
い
る
区
施
設
等
に
つ
き
ま
し

て
は
、
国
や
都
の
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
に
基
づ
き
、
利
用
人
数
の
制

限
や
感
染
防
止
策
等
を
実
施
し

た
う
え
で
、
段
階
的
に
再
開
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
す
の
で
、
事

前
に
荒
川
区
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等

で
最
新
情
報
を
ご
確
認
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
発
熱
や
せ
き
等
の

症
状
が
あ
る
場
合
は
利
用
を
控

え
て
い
た
だ
き
ま
す
と
と
も

に
、
利
用
す
る
際
に
は
、
マ
ス

ク
の
着
用
や
利
用
者
名
簿
へ
の

記
入
等
、
感
染
防
止
策
へ
の
ご

協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

５
月
29
日
の
区
議
会
緊
急
会

議
で
は
、
15
億
円
を
超
え
る
補

正
予
算
案
を
緊
急
可
決
し
て
い

た
だ
き
ま
し
た
。
新
型
コ
ロ
ナ

ウ
イ
ル
ス
対
策
融
資
を
は
じ

め
、
子
ど
も
た
ち
の
家
庭
学
習

の
支
援
等
、
区
独
自
の
緊
急
対

策
を
実
施
し
ま
す
。

　

緊
急
事
態
宣
言
が
解
除
さ
れ

て
も
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

が
危
険
な
ウ
イ
ル
ス
で
あ
る
こ

と
は
変
わ
り
ま
せ
ん
。
区
民
の

皆
様
に
は
、
今
後
も
気
を
緩
め

る
こ
と
な
く
、
感
染
拡
大
防
止

の
た
め
の
ご
協
力
と
ご
理
解
を

お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。

▶緊急事態宣言の解除を受けて

荒川区長

西
に し か わ

川 太
た い い ち ろ う

一郎

区施設は利用制限したうえで限定的に開館します

区施設を利用する際には、感染拡大防止のためマスクの着用をお願いします。発熱やせき等体調不良の場合は、利用を控えてください

　区施設は国や都の方針に従い、感染防止対策を徹底したうえで、段階的に再開します。まずは、会議等での利用の貸し出しを実
施しますが、利用人数やサービスを制限します。施設を利用される方は、各施設からお願いする感染防止策を必ず守ってご利用く
ださい。ご不便をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いします。

荒川区特別定額給付金コールセンター
☎（３８０１）１１００

問合せ　特別定額給付金につきましては、すでに特例申請またはオンライン申請をされた方にも、システ
ムの都合上、行き違いで申請書が届く場合があります。改めての申請は必要ありませんので、ご了
承ください。

　４月７日に発令された緊急事態宣言の解除に併せ、これまでの外出自粛や休業要請等は緩和されますが、感染予防対策をやめてしまう
ことで、再びすぐに感染が拡がり、クラスターが発生する恐れがあります。区民の皆さんにおかれましては、引き続き感染拡大防止のた
め、外出時のマスクの着用、せきエチケットや手洗いの励行はもちろんのこと、三つの密（密閉、密接、密集）を避ける等、一人ひとり
が自分や家族、地域を守るため、感染予防対策の実行をお願いします。 総務企画課企画係　☎内線２１１１問合せ

　国や都から新たな方針が出されましたら、区報・荒川区ホームページ等でお知らせします。詳細については、荒川区ホームページで
ご確認いただくか、各施設・担当課へお問い合わせください。

　利用される際は、施設からお願いする以下の感染防止策を必ず守ってください。

●発熱やせき等の症状がある等、体調不良の場合は利用を自粛してください
※必ず発熱がないことを確認して利用してください
●マスクの着用とせきエチケットを徹底してください
●利用者間の十分な間隔を確保してください
　（おおむね２mを目安）　※利用人数を制限します

●利用前後に手指消毒や手洗い等を行ってください
●利用者の氏名および連絡先を把握し、名簿を作成してください
※感染者のクラスターが発生した場合に追跡を可能とするため、ご協力ください
●ごみはご自身で持ち帰ってください
●そのほかに感染拡大防止のため、施設からお願いする場合があります

● 会議等での利用のみ貸し出し…運動、ダンス、歌・合唱、管楽器、飲食等は
利用できません。定員も制限します。
▶ふれあい館　　　　　▶ひろば館（一部を除く）　▶サンパール荒川
▶日暮里サニーホール　▶ムーブ町屋　 ▶町屋文化センター
　▶生涯学習センター　　▶アクト21　　▶荒川総合スポーツセンター
▶あらかわ遊園スポーツハウス　　　　 ▶荒川さつき会館
● 更衣室等の利用を制限
▶南千住野球場　　　　　▶区民運動場　　　▶東尾久運動場
▶あらかわ遊園運動場　　▶西新井橋野球場　▶少年運動場
▶荒川自然公園運動施設

● サービスを一部実施
▶荒川老人福祉センター　▶アクロスあらかわ
▶支援センターアゼリア　▶ゆいの森あらかわ
▶図書館　▶図書サービスステーション
※ 予約した資料の貸し出し・資料返却の一部サービスを実施。
図書館は６月１日㈪、臨時開館します

※ 区立幼稚園・小学校・中学校、保育園、区立こども園、
学童クラブについては、段階的に再開します。詳細は、
各校・園・クラブからの通知をご確認ください

▶国のガイドラインに基づき、施設利用者へお願いする感染防止策

▶限定的に利用できる主な区施設

引き続き新型コロナウイルス感染症
拡大防止にご協力ください
家族や地域を守るために責任のある行動をお願いします

荒 川 区 ☎（3802）3111 http://www.city.arakawa.tokyo.jp/ http://www.city.arakawa.tokyo.jp/keitai/FAX（3802）6262

～区政は区民を幸せにするシステム～～区政は区民を幸せにするシステム～

主 な 内 容

４・５面◆倒れない燃え広がらない
　　　　　まちづくり

８面◆あらかわの文化財

２面◆ 区独自の新型コロナウイルス感
染症緊急対策をお知らせします
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区独自の新型コロナウイルス感染症
緊急対策をお知らせします

　区では新型コロナウイルス感染症緊急対策として、５月１日の令和２年度荒川区議会開会会議で10億を超える区独自対策を
はじめとする補正予算を緊急編成し、さらなる緊急対策として５月29日の緊急会議で15億円を超える第２弾の補正予算を編成
しました。区独自の対策を含めた補正予算や予備費等を効果的に投入し、長引く新型コロナウイルス感染症の影響から区民の皆
さんの命と生活を守るために機動力を持って取り組んでいます。以下、主な緊急対策を紹介します。

●地域医療体制への支援
▶ＰＣＲセンターの開設…荒川区医師会の全面協力の下、かかりつけ医
からの完全予約制によるＰＣＲセンターを開設しています。
▶安心して受診・入院治療ができる体制の整備…新たに感染の疑いがあ
る患者と一般患者を分ける等、医療機関の環境整備を支援します。日
々奮闘する医療従事者に応援給付金を支給します。
▶自宅療養の方への健康管理フォローアップ…ホテル療養となる陽性患
者のうち、やむをえず自宅療養となった方に、保健師がきめ細やかに
健康管理を行います。また、生活必需品の配達等、必要に応じた支援
を行います。

［問合せ］生活衛生課管理係　☎内線４２１

●介護・障害福祉サービス等事業者への支援
　 　最前線で介護・障害福祉サービス等を提供している職員や事業所に対
して、事業者への応援給付金の支給、マスクや消毒液、ガウン等衛生資
機材の支給および感染者が発生した際の施設消毒費用の補助等、区独自
の支援を行います。
［問 合 せ］▶介護サービス事業者に関すること
　　　　　　　…介護保険課事業者支援係　☎内線２４３６
　　　　　　▶障害福祉サービス等事業者に関すること
　　　　　　　…障害者福祉課庶務係　☎内線２６８１

▶ 地域医療体制、介護・障害福祉サービス等
　事業者への支援

●新型コロナウイルス感染症に関する中小企業等相談窓口の開設
　 　国の持続化給付金や雇用調整助成金、都の感染拡大防止協力金等を申
請する際の手続きを支援するため、中小企業診断士等の専門家が常駐す
る窓口を開設します。
［期　　間］６月１日㈪～令和３年１月29日㈮　※㈯・㈰・㈷等を除く
［時　　間］午前10時～午後４時　※直接会場へ
［会　　場］区役所６階産業経済部会議室
［対　　象］区内中小企業・ＮＰＯ法人等
［問 合 せ］新型コロナウイルス感染症に関する中小企業等相談窓口
　　　　　　☎（３８０２）３６４０
※ 持続化給付金については、セントラル荒川ビル７階（荒川２－１－５）に国の申請
サポート会場が開設されました（要予約）。詳細は、お問い合わせください
［問合せ］持続化給付金コールセンター　☎０１２０（１１５）５７０

●新型コロナウイルス対策特別融資を継続
　 　新型コロナウイルスの影響で、売上額または仕入額が前月より落ち込
んでいる区内中小企業を対象に、実施している特別融資の予算を追加
し、資金繰り等への支援をさらに拡大します。
［問 合 せ］経営支援課融資係　☎内線４６７

●傷病手当金を支給
　 　国民健康保険に加入している被用者が感染し、仕事を休まざるをえな
くなった場合等に、一定額を給付することで生活を保障するため、傷病
手当金を支給します。
［問 合 せ］国保年金課保険給付係　☎内線２３８１

▶事業者・労働者への支援

●妊娠中の方に感染防止に役立つ育児パッケージを追加配付
　 　「ゆりかご面接」の際に妊婦に手渡す育児パッケージ
（ゆりかごギフト）に加え、感染防止に役立つ衛生資材
と物品購入・タクシー利用等に使えるチケットを併せた
パッケージを追加配付し、妊婦と家族の感染予防と妊娠
期の健康維持を支援します。
［問 合 せ］健康推進課健康推進係　☎内線４３３

●子育て世帯臨時応援給付事業を実施
　 　児童手当※を受給する世帯および児童育成手当を受給
する世帯に対し、対象児童１人あたり１万円分のクオカ
ードを支給します。
※ 特例給付（児童１人につき月額5000円）として支給を受けて
いる受給者は対象外

［支給方法］ クオカードを送付します（申請は不要）。な
お、対象者のうち公務員の方は、別途本人申
請が必要です。申請方法は後日、荒川区ホー
ムページ等でご案内します

［支給時期］６月上旬から順次送付予定
［問 合 せ］子育て支援課管理調整係　☎内線３８１１

▶子育て世帯への支援

●家庭学習の環境整備を支援
　 　区立小中学校の子どもたちの自宅学習をサポートする
ため、タブレットパソコンを一人一台体制となるよう追
加配備します。また、ネット環境がない家庭に向けて、
貸出用のW

ワ イ フ ァ イ

i-Fiルーターを順次整備します。
［問 合 せ］学務課教育事業係　☎内線３３４２

●区立幼稚園・こども園・小中学校の感染症対策を強化
　 　再開にあたって、感染拡大防止を行い、子どもたちが
安心して学校・園生活を送れるよう、消毒液、体温計等
感染対策に必要な物品を十分に整えます。
［問 合 せ］学務課学事第二係　☎内線３３３６

▶子どもたちへの支援

●感染症対策備蓄物資を充実
　 　新型コロナウイルス感染症の第２波、第３波等に備
え、万全な対策を行うため、医療機関や妊婦等に配布す
るための防護服やマスク等の備蓄物資を充実します。
［問 合 せ］生活衛生課管理係　☎内線４２１

●避難所感染対策を充実
　 　新型コロナウイルス感染症拡大時に地震や水害が発生
した場合に備え、区内避難所にマスクや消毒液、体温
計、防護服等の備蓄物資を充実します。
［問 合 せ］防災課防災管理係　☎内線４９２

▶万全な備えのために

▶自宅で過ごす時間を支援
●あら！快適　ステイホーム・エアコン事業
　 　夏季において三つの密を避けるため、令和２年度は「あらかわ
街なか避暑地」の代替として、自宅で快適に過ごせるように、省
エネ型エアコンの購入費用を助成します。
［対 象 者］次のすべてに該当する方
　　　　　　▶令和２年５月１日時点で荒川区に住民票があり、引

き続き住んでいる ▶区内の自宅に設置する
　　　　　　▶特別区民税・都民税の滞納がない
［対象機器］統一省エネラベル４つ星以上のエアコン
　　　　　　　※令和２年５月１日～８月31日に購入したものに限る

［助 成 件 数］500件（申込順）　※１世帯１回１台まで
［助成限度額］▶区内店舗で購入…３万円　▶区外店舗で購入…１万円
［申請書の配布］ 区役所１階総合案内、各区民事務所等（荒川区ホー

ムページでもダウンロード可）
［申 込 方 法］ ６月１日㈪～９月30日㈬（消印有効）に郵送で、

必要書類を、〒116－0002荒川区荒川１－53－
20あらかわエコセンター「あら！快適　ステイホ
ーム・エアコン事業担当」へ

［問 合 せ］環境課環境推進係　☎（３８０１）７７３１



お知らせ

特別永住者等福祉給付金の
申請を受け付け
　日本国籍がなく、国民年金に加入
できなかった在日外国人（特別永住
者）等に給付金を支給します。
対区内に住民登録を行った日から引
き続き２年以上居住し、次のすべて
を満たす方　▶誕生日が大正15年
４月１日以前　▶昭和57年１月１
日に日本国内で外国人登録をしてい
た（その後帰化した方を含む）
▶在留資格が特別永住者　▶生活保
護を受けていない　▶公的年金を受
給していない　▶本人や配偶者・扶
養義務者の前年所得が基準以下
▶荒川区障がい者福祉給付金を受
給していない　支給額１万5000円
（月額）　 支給方法４月・８月・12
月に前４か月分を口座に振り込み
持住民票の写し、前年の所得を証明
する書類、印鑑、申請者名義の口座
が確認できる書類（預金通帳等）
申電話でお問い合わせのうえ、必要
書類を、区役所２階高齢者福祉課高
齢者福祉係へ☎内線２６７５

学童クラブ運営事業者を募集
契約期間令和３年４月１日～８年３
月31日　所（仮称）南千住六丁目
学童クラブ　受付期間６月１日㈪～
18日㈭　※詳細は、荒川区ホーム
ページをご覧ください　問児童青少
年課児童事業係☎内線３８３１

登録調査員を募集
　令和２年に実施される国勢調査の
登録調査員を募集します。
対20～75歳の方　 報酬 ３万5000
円（予定）
申区民課統計係☎内線２２１９

区民保養所予約受付開始日
◆ホテルグリーンパール那須
利用期間12月１日㈫～令和３年１月
３日㈰　所栃木県那須郡那須町湯本
213　申▶電話…６月10日㈬午前
10時からホテルグリーンパール那
須へ☎０２８７（７６）２８８３
▶施設予約システム…６月11日㈭
午前０時から荒川区ホームページで
◆ ホテルニューアカオ
利用期間９月１日㈫～30日㈬　所静
岡県熱海市熱海1993-250
申６月10日㈬午前９時からホテル
ニューアカオ東京予約センターへ
☎（５８４６）９１３３
　……………………………………
問区民施設課施設計画係
☎内線２５３２

暮らし

特別区民税・都民税（住民
税）の納税通知書を送付
　「令和２年度特別区民税・都民税

（住民税）の納税通知書」を６月８
日㈪に送付します。
対▶納付方法が普通徴収の方
▶公的年金からの特別徴収の方
納付方法各金融機関、区役所２階税
務課・各区民事務所、コンビニエン
スストア、ペイジー、モバイルレ
ジ、インターネットからクレジット
カードで
問税務課課税係☎内線２３１６

６月４日～10日は
歯と口の健康週間
　歯と口は食べることだけでなく、
話す・体のバランスをとる等、健康
で豊かな毎日を支える大切な器官で
す。かかりつけ歯科医のアドバイス
を受けて、口腔内をきれいに保ちま
しょう。
◆８

ハチ

０
マル

２
ニイ

０
マル

運動
　80歳になっても20本以上の歯が
あれば、食生活に満足できるといわ
れています。規則正しい生活習慣や
食習慣、丁寧な歯みがきを心がけ
て、80歳で20本以上自分の歯を保
つ「8020」を達成しましょう。
　……………………………………
問健康推進課歯科担当☎内線４２３

日本赤十字社活動資金募集
にご協力を
　９月30日㈬までの「赤十字会員
募集運動」期間に、町会・自治会の
赤十字協賛委員・奉仕団員が訪問し
ます。ご協力をお願いします。
問荒川区赤十字奉仕団事務局（区役
所３階区民課内） ☎内線２５１１

成年後見制度相談・説明会
と権利擁護相談
◆司法書士による成年後見相談
日６月９日・23日の㈫　時午後２
時～４時
◆ 司法書士による成年後見制度説明
会（任意後見・遺言編）
日６月17日㈬　時午後１時30分～
３時
◆弁護士による権利擁護相談
日６月18日㈭　時午後２時～４時
　……………………………………
所荒川区社会福祉協議会
申前日までにあんしんサポートあら
かわ（荒川区社会福祉協議会）へ
☎（３８０２）３３９６
ふ（３８９１）５２９０

高齢者

後期高齢者医療制度被保険
者にジェネリック医薬品差
額通知を送付
　ジェネリック医薬品の利用で、薬
代が一定額以上軽減されると見込ま
れる方へ、ジェネリック医薬品差額
通知を６月下旬に送付します。
問ジェネリック医薬品差額通知サポ
ートデスク
☎０１２０（６０１）４９４
※㈯・㈰・㈷等を除く、送付日の翌

日～７月31日㈮の午前９時～午後
５時

介護

元気回復マッサージ券を送付
　心身のリフレッシュのため、対象
者の方に無料マッサージ券を送付し
ました。ご利用ください。
対要介護４・５の方を在宅で介護す
る家族の方　有効期限令和３年３月
31日㈬
問高齢者福祉課高齢者福祉係
☎内線２６７５

男性介護者の会
日６月20日㈯　時午後６時30分～
９時　所荒川区社会福祉協議会３階
荒川ボランティアセンター
申オヤジの会（荒川区男性介護者の
会）・神達
☎０９０（８９４９）０５００

障がいのある方

障がい者向けパソコン教室
日▶６月21日・28日の㈰　▶７月
５日・12日の㈰　※全２回　時午
後２時～４時　所アクロスあらかわ
対区内在住・在勤・在学の18歳以
上で、障害者手帳をお持ちの方
人各６人（抽選）　※手話通訳あり
締６月８日㈪
申来館・電話・ファクス・電子メー
ルで、３面上段を参照し①～④の記
入事項と⑤障がいの種類・程度⑥年
齢を、アクロスあらかわへ
☎（３８０３）６２２１
ふ（３８０３）６２２２
めacross@arakawa-shakyo.or.jp

産業・経営支援

夏季資金融資のあっせん
日６月１日㈪～７月31日㈮　対次
のすべてを満たす方　▶区内の中小
企業者等　▶夏季に一時的に資金を
必要とする　▶季節資金融資を現在
利用していない　内運転資金
限度額 500万円　 返済期間１年以内
（据置期間６か月を含む）
本人負担金利0.5％　信用保証料全額補
助（特別融資の利用３本目から補助
率２分の１）　申込書の配布区役所６
階経営支援課　※詳細は、荒川区ホ
ームページをご覧ください
申経営支援課融資係☎内線４６７

荒川マイスター候補者募集
　高い技術・技能を持ち、後進の指
導、育成に力を注いでいる方を表彰
します。
対次のいずれかに該当する方
▶区内在勤の45歳以上で、同一の
職業に25年以上従事している
▶区内在勤で、国や東京都等の表彰
を受賞したことがある　締８月31

日㈪
申来所・電話で、申請書を請求し、
記入のうえ、区役所６階経営支援課
経営支援係へ☎内線４５９

講座・催し

７月ＩＴ講習会
Ｃ１仕事に役立つワード１
日７月４日㈯・５日㈰（全２回）
時午後１時～６時　内文章作成、図
表挿入　￥2100円
※ワードの基本操作ができる方
Ｃ２パワーポイント2016基礎
日７月６日㈪～10日㈮（全５回）
時午後７時～９時　内基本操作、ス
ライド作成　￥1700円
※ワード等の基本操作ができる方
Ｃ３ワード2016基礎
日７月13日㈪～17日㈮（全５回）
時午後２時～４時　内文書作成、図
表・写真の挿入　￥1000円
※パソコンの基本操作ができる方
Ｃ４仕事に役立つワード２
日７月18日㈯・19日㈰（全２回）
時午後１時～６時　内差し込み印
刷、テンプレートの作成　￥2100
円
※ワードの基本操作ができる方
Ｃ５パソコン入門W

ウ ィ ン ド ウ ズ

indows10
日７月27日㈪～31日㈮（全５回）
時午後２時～４時　内マウス・キー
ボード操作、文字入力　￥1000円
※パソコン操作が初めての方
　……………………………………
※指定のテキストのある方は無料
所生涯学習センター　対区内在住・
在勤・在学で、18歳以上の方
人各28人（抽選）　締６月15日㈪
必着
申往復はがきで、３面上段を参照し
①～④の記入事項と⑤希望する講習
会番号を、〒116-0002荒川区荒川
３-49-１生涯学習センターへ
☎（３８０２）２３３２

官公署

令和２年度税務職員採用試験
対令和２年４月１日現在、高等学校
または中等教育学校を卒業した日の
翌日から起算して３年以内の方（令
和３年３月までに卒業見込みの方を
含む）または高等学校・中等教育学
校卒業と同等と認められる方
試験日程▶第１次…９月６日㈰
▶第２次…10月14日㈬～23日㈮
の指定日　 申込書の配布 東京国税局
（中央区築地５-３-１）、荒川税務
署　※人事院ホームページ（http://
www.jinji-shiken.go.jp/juken.
html）からもダウンロード可
申６月22日㈪～７月１日㈬に人事
院ホームページで
問荒川税務署
☎（３８９３）０１５１
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はがき・ファクス・電子メール等の記入事項

費用の記載がない事業は無料です

①事業・イベント名
②〒住所※

③氏名（ふりがな）
④電話番号
⑤以降にその他の
　必要事項
　（各記事に明示）

● 往復はがきは、返信面に住所・氏名を記入

● 指定がない限り、申し込みは１人（１グループ）１枚
● 電子メールは、件名に事業・イベント名を入力

● 宛先は、各記事の申し込み先へ
※ 区内在勤・在学の方は、②で勤務先（住所）・学校名を記入
してください
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老朽空家住宅除却助成事業
　昭和56年５月31日以前に建築された１年以上空き
家となっている住宅で、区の現場調査等により倒壊等
の恐れがあると診断された場合に、除却費の一部を助
成します。

空き家流通促進事業（空き家バンク）
　市場に流通していない空き家を所有し、有効活用
（貸したい、売りたい）を考えている方は、ご相談く
ださい。区と協定を締結している団体が物件等を調査
後、空き家バンクに登録された場合、物件情報を荒川
区ホームページに掲載します。

施設管理課管理・住宅係　☎内線２８２３問合せ

　防災性の向上と居住環境の
改善を目的として、広場等の
整備を行っています。

広場等の整備

対象地域 地図内1～12

　建物等の補償を行いながら用
地を買い取り、優先整備路線の
拡幅整備を行っています。

道路の拡幅整備

整備後整備前

　主要構造部が木造で、建築後15年以上経過している建築物
の除却費全額（上限あり）と、新たな建築物の設計費・工事監
理費の一部を助成します。

老朽木造建築物の建て替え助成

建て替え前 建て替え後

　昭和56年５月31日以前に建築された建築物で、区が危険と判定した建
築物の除却費全額（上限あり）を助成します。また、自己所有の危険老朽
建築物を除却し、民間賃貸住宅（条件有）に転居する方に、礼金・仲介手
数料、３か月分の家賃の一部を助成します。

危険老朽建築物除却時・住み替えの助成

不燃化特区

広域避難場所

優先整備路線
消防活動が困難な区域を
効果的に解消する道路（ ）

町屋・尾久地区
（令和２年度事業終了予定）１

荒川二・四・七丁目地区
（令和２年度事業終了予定）２

都市防災不燃化促進事業
補助90号線第二地区
（令和２年度事業終了予定）

３

都市防災不燃化促進事業
補助90号線第三地区
（令和６年度事業終了予定）

４

　老朽住宅を除却し、耐火建築物等の住宅へ建て替え等を行う方に、住
宅取得に必要な資金の融資をあっせん（区の指定する金融機関）し、利
子の一部（最大年利1.5%）を補給します。
※老朽住宅を除却する前に相談が必要

住宅資金の融資あっせん制度
防災街づくり推進課管理係　☎内線２８２５問合せ

細街路拡幅整備事業
　細街路の拡幅整備にご協力いただいた場合、後退用地やすみ
きり用地にある障害物を除却し、整地した費用を助成します。

建築指導課細街路整備係　☎内線２８４４問合せ

▶後退用地の整地………３万円（１㎡あたり）
▶すみきり用地の整地…６万円（１か所あたり）助成額

拡幅後拡幅前

　複数の地権者が、１つの敷地で共同住宅へ建て替える場
合、除却費・設計費・工事監理費・工事費の一部を助成しま
す。

共同建て替え助成

地図内 ３ ４対象地域　補助90号線沿道30ｍの範囲に耐火建築物を
建築する場合、工事費の一部を助成します。

指定する道路沿道での建築助成

●耐火建築物　●２階建て以上、高さ７ｍ以上
● 敷地面積30㎡以上、延べ床面積45㎡以上等対象条件

倒れない 燃え広がらない

防災ベッド設置支援事業
　昭和56年５月31日
以前に建築された木造
の戸建住宅に防災ベッ
ドを設置する費用を助
成します。

50万円
（設置費の９／10）

限度額

　昭和56年５月31日以前に建築された分譲マンションを対象に、耐震アドバイ
ザーを派遣し、無料で耐震化のアドバイスを行います（１棟につき３回まで）。

分譲マンション耐震アドバイザー派遣事業

木造住宅耐震化推進事業
●耐震診断支援事業

■耐震補強設計支援事業  限度額15万円   （設計費の２／３）
■耐震補強工事支援事業  限度額100万円 （工事費の２／３）
■耐震建替え工事支援事業  限度額150万円 （工事費の２／３）
■耐震シェルター設置工事支援事業  限度額30万円   （工事費の２／３）
■除却工事支援事業（令和元年度から開始）  限度額150万円 （工事費の２／３）
※非木造住宅・賃貸アパート等に対する支援制度の詳細は、お問い合わせください

上記の耐震診断の結果、耐震補強工事等が必要となった場合、
設計・工事費の一部を補助します。

　昭和56年５月31日以前に建築された建物の耐震診断に要する費用を助成します。
30万円（診断費の10／10）　※戸建住宅の場合限度額

ブロック塀等撤去助成事業
　道路等に面する危険なブロック塀等（高さが1.2m
超）の撤去費の一部を助成します。

道路に面する長さ１ｍ当たり１万6000円
（工事費の２／３）限度額

防災街づくり推進課防災街づくり係　☎内線２８２７問合せ

　優先整備路線沿道で、道路拡幅に併せて建て替える場合、除
却費・設計費・工事監理費・工事費の一部を助成します。
対象地域 地図内1～12

優先整備路線沿道での建て替え助成

　区では、地震でも倒れない・燃え広がらないまちを目指し、建物の耐震化・不
燃化を促進するためのさまざまな支援を行っています。対象・条件・助成内容等
の詳細は、必ず事前にお問い合わせください。

区内全域の 支援制度 指定があるもの以外は防災街づくり推進課管理係
☎内線２８２６問合せ

▶６月27日㈯午前10時～正午　▶７月13日㈪午後６時～８時日　時

６月１日㈪～７月13日㈪に防災街づくり推進課防災街づくり係へ
▶不燃化特区住まいの相談会  ☎内線２８２９
▶空き家相談会  ☎内線２８２７

申込み

区役所北庁舎１階101会議室会　場 両日各相談会８組（申込順）定　員

不燃化特区住まいの相談会

　老朽木造建築物の建て替え・取り壊し
等に関する計画、権利、税務等の個別相
談会を開催します。

空き家相談会

　区内に所有または管理している空き家
に関する相続や登記・不動産取引等の相
談を、専門相談員がお受けします。

無 料 相 談 窓 口

不燃化特区の 助成制度・整備 指定があるもの以外は防災街づくり推進課
防災街づくり係　☎内線２８２１問合せ

対象地域 地図内 １ ２　東京都木密地域不燃化10年プロジェクトの「不燃化特区」の指定を受けた地域（下地図参照）
では、建築物を建て替える際や除却する際に助成金の支援制度があります。

除却前 除却後
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６月の健康相談 会　場 がん予防・健康づくりセンター

種　別 期　日 受付時間 申込み・問合せ

予
約
制

なんでも健康相談 随時 午前９時～午後５時

健康推進課
保健相談担当
☎内線４３２

こころの一般健康相談
１日㈪ 午後１時45分～３時15分

12日㈮・15日㈪・18日㈭・
26日㈮ 午後２時～３時30分

アルコール・薬物依存
症相談 ４日㈭・17日㈬ 午後１時30分～３時

ママのこころの相談
 ４日㈭ 午後１時15分～２時45分

18日㈭ 午前９時30分～11時

栄養相談 ４日・11日・18日・25日
の㈭ 午後１時30分～３時30分 健康推進課栄養担当☎内線４２３

エイズに関する相談 随時 午前８時30分～
午後５時15分

保健予防課感染症予防
係専用電話
☎（３８０５）９４６７

▶ものわすれ相談（予約制）　　　 対　象 物忘れが気になる、65歳以上の方

期　日 相談時間 会場・申込み

25日㈭ 午後２時～３時30分 南千住西部地域包括支援センター　☎（５６０４）５７１０

29日㈪ 午後１時30分～３時 西日暮里地域包括支援センター　☎（３８０７）３８２８

対 象 区内在住・在勤・在学で中学生以上の方
題 当季雑詠

賞 ▶特選１句　▶入選５句
選 者 荒川区俳句連盟会長・佐々木忠利氏ほか

投句方法
※１人２句まで　
※ 応募作品は返却せず、著作権は荒川区に帰属します

はがき・ファクス・荒川区ホームページで、事
業名・住所・氏名・年齢・電話番号・俳号（あ
る方のみ）・作品（ふりがな）を記入

応 募
問 合 せ

〒116－8501（住所不要）
荒川区役所３階文化交流推進課文化振興係「あらかわ俳句吟行会」担当
☎内線２５２１ ふ（３８０２）４７６９

蚊が発生する季節です
　蚊が媒介する感染症を予防するため、日ごろから
ボウフラの駆除や、蚊に刺されない工夫をしましょ
う。蚊の発生を防止するためには、ボウフラの段階
で発生させないことが最も効果的です。
　区では、道路等の雨水ますへのボウフラ駆除剤の
投入活動の支援をしているほか、蚊の防除等につい
て相談を受け付けています。

相 談
問 合 せ

生活衛生課環境衛生係（区役所北庁舎１階）
☎内線４２６

▶水たまりを作らない
▶置き水の交換をこまめに行う
▶雑草を刈り取り、蚊の潜む場所をなくす
▶網戸等で蚊の侵入を防ぐ
▶刺されないよう、長袖等の服装で身を守る
▶虫よけ剤等の忌避剤を利用する

蚊の防除ポイント

　吟行している気持ちで、俳句　吟行している気持ちで、俳句
を詠んでみませんか。を詠んでみませんか。

　投票日現在18歳以上（平成14年７月６日以前生まれ）の日本
国民で、荒川区の選挙人名簿に登録されている方です。
※ 荒川区へ転入した場合は、令和２年３月17日までに荒川区へ転入の届け
出をし、引き続き３か月以上荒川区に住所がある方

荒川区で
投票できる方

住所を移した方は

　令和２年３月18日以降に転入の届け出をした方は、荒川区では投票で
きません。
※ 前住所地が東京都内で選挙人名簿に登録されていれば、前住所地で投票できます。
その際、荒川区長が発行する「選挙用住民票の写し」を持参すると、確認に要する
時間を短縮できます

荒川区へ転入した方

荒川区から都内区市町村に転出した方
令和２年２月18日以前に転出した方は、荒川区では投票できません。
❶ 令和２年２月19日～３月４日に転出した方は、荒川区で期日前投票が
できる期間があります。期日前投票ができる期間は転出した日によって
異なります（投票日当日は投票できません）
❷ 令和２年３月５日以降に転出した方で、荒川区に３か月以上お住まいだ
った方は、荒川区で投票できます

※ ❶・❷は、現在お住まいの区市町村長が発行する「選挙用住民票の写し」を持参す
ると、確認に要する時間を短縮できます
※新住所地の選挙人名簿に登録された方は荒川区で投票できません

東京都外へ転出した方
　東京都知事選挙であるため投票できません。

荒川区内で転居した方の投票所
▶令和２年５月27日までに転居の届け出をした方…新住所地の投票所
▶令和２年５月28日以降に転居の届け出をした方…前住所地の投票所

東京都知事選挙 ７月５日日午前７時～午後８時投票日

　東京都の未来を決める大切な選挙です。大切な一票を
無駄にしないように、投票しましょう。

選挙管理委員会事務局　☎内線３４１１問合せ

投票所における新型コロナウイルス感染症対策
　選挙管理委員会では、有権者の皆さんが安心して投票できるよう、
投票所内での感染症対策を行います。

■出張等で区外に滞在している方　
　滞在先の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
　投票用紙等の請求先は、荒川区選挙管理委員会です。
■不在者投票ができる病院、老人ホーム等に入院・入所している方
　病院長等に申し出ると、その施設内で投票ができます。

不在者投票

　郵便等投票証明書の交付を受けている方は、７月１日㈬までに投票用紙
等を請求してください。

郵便等投票

投票日当日に投票することが難しい方は

　投票日当日に投票所に行けない方は、期日前投票をご利用ください。

期日前投票

６月19日㈮～７月４日㈯午前８時30分～午後８時
※区役所以外の場所は６月28日㈰から日　時

場　所
区役所１階ロビー、南千住駅前ふれあい館、荒川総合スポーツ
センター、町屋文化センター、荒川区シルバー人材センター・
荒川授産場、あらかわ遊園スポーツハウス、日暮里区民事務所

あらかわ俳句
吟行会

自宅からの投句を募集中

締 切 り ７月４日㈯

主 催 荒川区俳句連盟、
荒川区



あらかわキッズ・マザーズコール24 ☎０１２０（５３６）８８３ 妊娠中の方や18歳未満のお子さんに関する相談を24時間受け付けます

診療時間 ▶㈪～㈮午後７時～午後10時　※受け付けは、午後６時30分～午後９時30分
▶㈯午後５時～午後９時　※受け付けは、午後４時45分～午後８時30分
▶㈰・㈷午前10時～午後１時、午後２時～午後９時　※受け付けは、午前９時45分～午後８時30分まで

場所・問合せ 荒川区医師会館1階（西日暮里6-5-3）　☎（3893）1599 対　　象 15歳未満の救急患者（急な発熱等）

荒川区医師会
こどもクリニック

小児科の平日準夜間・休日診療

休日診療当番医 ※受診の際は､健康保険証を持参してください　※当番医は変更になる場合があります。確認のうえ、受診してください　※小さなお子さんは小児科を受診してください

期　日 施術所名 所在地 電    話
６月７日㈰ 千葉接骨院 西日暮里１－５６－７ （３８０７）７７１９

日曜日柔道整復施術 ［施術時間］▶午前９時～午後１時 ▶午後３時～午後７時

期　日 医療機関名 所在地 電    話
６月７日㈰ 東尾久ふじの歯科医院 東尾久６－５－５ （３８１９）４６１８

午前９時～午後４時（電話受け付け）【歯科】

●荒川区医師会 ☎（３８９３）２３３１
●荒川区歯科医師会 ☎（３８０５）６６０１
●東京都医療機関案内サービスひまわり＜24時間＞ ☎（５２７２）０３０３
●東京消防庁テレホンサービス＜24時間＞ ☎（３２１２）２３２３

問合せ

診療科目 ▶内＝内科 ▶小＝小児科 ▶外＝外科 ▶婦＝婦人科 ▶整＝整形外科
※記載がない診療科目は、東京都医療機関案内サービスひまわりにお問い合わせください

小児科は、荒川区医師会こどもクリニック（上記）でも診療しています

診療時間 ▶昼…午前10時～午後１時、午後２時～５時
　　　　 ▶夜…午後５時～午後９時　※夜間の受け付けは、午後８時30分まで

【内科等】

期　日 昼 夜 科 目 医療機関名 所在地 電    話

６月６日㈯ ○ 婦 加藤産婦人科医院 町屋２－９－２１ （３８９５）３５２１
○ 内 小島医院 西日暮里６－５７－２ （３８９３）８５６９

６月７日㈰

○ 小 山田こどもクリニック 町屋３－１８－１２ （６２３１）８７０７
○ ○ 内 西尾久クリニック 西尾久６－１５－５ （３８００）１７１７
○ 内 東日暮里クリニック 東日暮里３－２４－１６ （５８１１）６６３５
○ ○ 内 関川病院 西日暮里１－４－１ （３８０３）５１５１

番 組 案 内 （番組内容は変更になる場合があります）地デジ11c
チャンネル

h６月 マイチャンネルあらかわマイチャンネルあらかわＣＡＴＶ

▶こんにちは荒川区
（午前９時、正午、午後６時・９時から各57分） １日㈪～７日㈰ ８日㈪～14日㈰ 15日㈪～21日㈰ 22日㈪～28日㈰ 29日㈪・30日㈫

▶ウイークリーニュース ▶区からのお知らせ
▶荒川ころばん体操 ▶休日診療当番医
特…特集　行…荒川区行政ナビ
手…手話付き放送　再…再放送

特 ・手食品ロスを減らそう！
合言葉は「もったい
ない」

行 ・手 荒川区観光アプリ
　　　～あらかわさんぽ

特 バラ特集
特・再環境・清掃フェア

特 俳句特集
行熱中症予防

特 地域密着！あらかわ満点メ
ニュー

行夏の食中毒
特・手 次世代の匠
行・手 あらかわの花と緑

▶あらかわ情報スクエア
（午後４時・７時から各57分） １日㈪～７日㈰ ８日㈪～14日㈰ 15日㈪～21日㈰ 22日㈪～28日㈰ 29日㈪・30日㈫

▶区からのお知らせ ▶映像ピックアップ ふるさと文化館ギャラリー
トーク（中編）

ふるさと文化館ギャラリー
トーク（後編）

あらかわNo！メタボチャレン
ジャープログラムd

デ

e健康づく
り＠
アット

自宅（基礎運動講座編）

あらかわNo！メタボチャレン
ジャープログラムde健康づく
り＠自宅（基礎栄養講座編）

経営支援課w
ウ ェ ブ

ebセミナー
（前編）

ケーブルテレビの申込み・問合せ
▶東京ケーブルネットワーク荒川サービスステーション ☎０８００（１２３）２６００
▶荒川ケーブルテレビ ☎（３８９４）３８８８　　

その他の
番　　組

（区内情報番組）▶あらまるN
ネ ク ス ト

EXT

▶あらぶんちょ！（荒川区・文京区・千代田区内の地域情報番組）
放送時間　毎日午前11時、午後２時・５時から

放送時間　毎日午前６時・８時30分、午後１時30分から

し催の館いあふ れ
● 申込期間の指定がない申込順の事業は、６月１日㈪午
前９時から、電話で各館へ申し込んでください

● 費用の記載がない事業は無料です

南千住ふれあい館
☎（３８０７）１１３１
◆おしゃべりサロン
日６月12日・19日・26日の㈮　時午前10時～11時45分
対60歳以上の方　人各８人（申込順）
◆ボッチャ
日６月25日㈭　時午後１時45分～３時　対60歳以上の方
人12人（申込順）
東日暮里ふれあい館
☎（３８０７）６３８３
◆成人向け手芸教室「古布で作る人形」
日６月24日㈬　時午前10時～午後２時　対18歳以上の方
（高校生は不可）　人10人（申込順）　￥1000円

ののののののののののののののののののののののののの入居者入居者を募集募集都営住宅都営住宅

入居資格等

▶都内に居住している（単身者向けは３年以上）
▶ 住宅に困っている
▶ 所得が定められた基準に該当する
▶ 単身者向けは、60歳以上の方、障がい者の方等の入居資
格に該当する　等

▶家族向け・単身者向け（一般募集住宅）  2347戸
▶若年夫婦・子育て世帯向け（定期使用住宅）  756戸
▶居室内で病死等があった住宅  311戸

募集戸数

※６月８日㈪～26日㈮午前９時～午後６時。㈯・㈰・㈷等を除く

ＪＫＫ東京都営住宅募集センター　
☎０５７０（０１０）８１０応募・問合せ

区役所１階総合案内・北庁舎２階施設管理課、各区民
事務所・ふれあい館、ムーブ町屋、日暮里サニーホー
ル

場所

※ 区役所、各区民事務所は㈯・㈰・㈷等を除く。申込書等がな
くなりしだい終了

６月８日㈪～23日㈫
期間

申込書・
募集案内の 
配  布

締 切 り ６月26日㈮必着

●屋内飼育、不妊去勢手術の勧め
　猫は、屋内で飼えば事故や病気の感染を避けることができると
ともに、ストレスも少なくなり、長生きします。また、不妊去勢
手術をすると性格が穏やかになり、オス猫は発情期の尿のにおい
や独特の鳴き声がなくなる等の効果があります。
　飼い続けられない場合は、新たな飼い主を探してください。猫
等の愛護動物を遺棄することは法律で禁止されています。

●トイレのしつけと清掃
　猫はしつけにより一定の場所で排せ
つするようになります。また、自宅外
での排せつ物は、飼い主が責任をもっ
て清掃しましょう。

対 象 区内在住で不妊去勢手術を受けさせたい猫を１頭以上、屋内で飼養
している方　※令和２年度から、５頭以上という従来の要件を緩和しました

申請・問合せ 生活衛生課管理係（区役所北庁舎１階）☎内線４２２

受付期間 令和３年２月26日㈮まで（申込順）
※申込頭数に達した時点で受け付けは終了

持 ち 物 印鑑、飼い主の住所を確認できるもの（運転免許証・健康保険証等）

助成予定頭数 ▶メス…110頭
▶オス…90頭助 成 額

（１頭当たり限度額）
▶メス…6000円
▶オス…3000円

の不妊去勢の不妊去勢飼い猫飼い猫 　不妊去勢手術を行っていない飼い猫による屋外での繁殖や捨て猫等によって、飼
い主のいない猫が増えています。
　屋外の猫の増加を抑制するため、不妊去勢手術費用の一部を助成します。手術費用を助成手術費用を助成
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指定有形文化財

指定無形文化財

登録有形文化財

登録無形文化財

登録有形文化財

　安永８年（1779年）に幕府御用呉服商の茶屋（中島）
四郎次郎延貞が建立。銘の撰

せん

文
ぶん

と書は、同業で国学者、歌
人であり能書家の三島景雄（自寛）。笠

かさ

木
ぎ

の小
こ

口
ぐち

や柱の傾
きに特徴のある「石浜鳥居」という形式の鳥居です。

建造物 石
い し は ま

浜神
じ ん じ ゃ

社鳥
と り

居
い

（安永八年六月十六日銘）

所有者 石浜神社（南千住３丁目）

　延命院に伝来する、寛保２年（1742年）から明治28年（1895
年）までの古文書31点。内容は、延命院と七

しち

面
めん

明
みょう

神
じん

の由緒や書
かき

上
あげ

、
境内地利用や安政の大地震後の七面堂等の再建を含む作事関係史料、
法類・縁者・寄進・奉納に関する史料です。

古文書 延
え ん め い い ん も ん じ ょ

命院文書 所有者 延命院（西日暮里３丁目）

　父・利重氏（元区指定無形文化財保持者）に
師事し、技術を修得。
　正方形に小さく切った薄い布（羽二重等）をつ
まみ、花びら等を形づくり、作品を仕上げます。

工芸技術 つまみかんざし
保持者 石田一郎さん（町屋４丁目）

　父・啓三郎氏（区指定無形文化財保持者）
に師事し、技術を修得。
　図案を基に彫師が彫った版木（墨

すみいた

板・色
いろいた

板）を用いて、墨板で輪郭
線、色ごとにある色板で各色を重ね摺りして作品を仕上げます。

工芸技術 木
も く

版
は ん

画
が

摺
す り

保持者 松崎浩繁さん（町屋３丁目）

（
表
面
）

（
裏
面
）

　嘉永６年（1853年）の日枝神社本殿（南千住７丁目、区登録有形
文化財）再建時の棟札。表面に、大工棟梁・彫工・木

こ

挽
びき

・錺
かざり

師
し

・経
きょう

師
じ

・瓦師・左官・茅
かや

屋根・石
いし

工
く

・鳶
とび

頭
がしら

等の職人、裏面に、中村町名
主、千住大橋南詰の材木問屋等の名が見えます。

歴史資料 日
ひ

枝
え

神
じ ん

社
じ ゃ

棟
む な

札
ふ だ

（嘉永六年六月吉祥日銘）

所有者 素
す

盞
さ の

雄
お

神社（南千住６丁目）

　
区
は
、
区
内
の
貴
重
な
文
化
財
を
保
存
・
継
承
す
る
た
め
に
、
荒
川
区

　
区
は
、
区
内
の
貴
重
な
文
化
財
を
保
存
・
継
承
す
る
た
め
に
、
荒
川
区

文
化
財
保
護
条
例
に
基
づ
い
て
、
指
定
・
登
録
を
し
て
い
ま
す
。

文
化
財
保
護
条
例
に
基
づ
い
て
、
指
定
・
登
録
を
し
て
い
ま
す
。

　
今
号
で
は
、令
和
元
年
度
に
指
定・登
録
し
た
文
化
財
を
紹
介
し
ま
す
。

　
今
号
で
は
、令
和
元
年
度
に
指
定・登
録
し
た
文
化
財
を
紹
介
し
ま
す
。

荒川ふるさと文化館荒川ふるさと文化館
☎（３８０７）９２３４☎（３８０７）９２３４

問合せ

長
い
歴
史
の
中
で
守
り
伝
え
ら
れ
て
き
た

◀�七五三・成人式用の
　かんざし・根

ね

付
つ け

等を製作

◀�懸
か け が み

紙やのし紙、
千
せ ん

社
し ゃ

札
ふ だ

等の摺り
を行う

荒川の匠育成事業
10年の取り組み

　区は、無形文化財保護の一環として江戸の伝統
や文化を未来に伝えるために、伝統工芸に関心が
あり、職人への弟子入りを希望する若者をサポー
トする「荒川の匠育成事業」を実施しています。
　これまでに15人が修了して若手職人として活
躍しており、現在も４人が職人の指導の下で修業
しています。
　修了した若手職人と修業中の方のプロフィール
や作品の一部を、「はばたけ！若手職人展（ウェ
ブ版）」として、荒川区ホームページで紹介して
います。ぜひ、ご覧ください。

新たに購入した伝統工芸品と
伝統工芸技術記録映像
　区は、平成30年度区指定無形文化財保持者
（鍛

たんきん

金）の桶谷輝明さんが製作した作品「銀製香
こう

炉
ろ

」を購入しました。この作品は６月８日㈪～
14日㈰まで、荒川ケーブルテレビ「こんにちは荒川区」の「荒
川ふるさと文化館学芸員が紹介～収蔵庫のイッピン」コーナーで
も紹介する予定です。ぜひ、ご覧ください。
　また、桶谷さんのプロフィールと、銀製香炉の製作工程を記録し
たＤＶＤ「伝統に生きる～あらかわの工芸技術」を制作しました。

ゆいの森あらかわ・各区立図書館ＤＶＤの貸し出し場所
※�ゆいの森あらかわホームページのデジタルライブラリーでも映像を視聴
できます
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住
民
基
本
台
帳
に
よ
る

人
口
と
世
帯

（
５
月
１
日
現
在
）

人
口

日本人
男 98,917人

前
月
比

253
前
年
同
月
比 

674
女 99,846人 225 732
計 198,763人 478 1,406

外国人
男 9,014人 －77 －415
女 9,694人 －97 －309
計 18,708人 －174 －724

総人口 217,471人 304 682

世
帯

日本人のみ
の世帯 104,475世帯

前
月
比

414
前
年
同
月
比 

1,373
外国人のみ
の世帯 10,728世帯 －165 －837
日本人と
外国人の
混合世帯

2,394世帯 15 50

総世帯 117,597世帯 264 586

新聞未購読で、希望する方には、あらかわ区報を自宅に直接届けます。広報課広報係☎（３８０２）４９５７へ
（荒川区ホームページからも申し込めます）




